
東京都のテレワーク支援事業のご案内です。
是非ご活用ください。

■テレワーク促進助成金
テレワーク機器・ソフト等のテレワークの環境整備に係る経費に助成を行い

ます。

○事業者の方が社員のテレワークの場として宿泊施設の借上げを行っ

た場合の経費に補助を行います。

（１か月上限100万円）

○区部及び多摩地域の宿泊施設をサテライトオフィスとして、

社員が１日1000円の負担で利用できるサポートを行います。

■テレワーク推進強化奨励金

■ワークスタイル変革コンサルティング

■テレワーク・ワンストップ相談窓口

「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等でテレワークを「週３

日・社員の７割以上」実施した場合は、最大50万円の奨励金を支給いたし

ます。

テレワーク導入や活用拡大を推進するため、専門のコンサルタントが訪問し

て、課題解決などの支援を無料で行います。

テレワークの導入や運用時における様々な疑問や課題について、社会保険

労務士やIT等の専門家がオンラインで相談を行います。

■宿泊施設を活用したテレワーク支援事業

※詳細は別紙をご覧ください。
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■テレワーク促進助成金

■TOKYOテレワークアプリ

テレワーク機器・ソフト等のテレワーク環境整備に係る経費を助成

◎対象 常時雇用する労働者が２～999人以下の都内中堅・中小企業等

◎補助限度額
・常時雇用する労働者が２人以上30人未満の企業 助成金額：最大150万円 助成率：2/3

・常時雇用する労働者が30人以上999人以下の企業 助成金額：最大250万円 助成率：1/2

◎補助対象経費 テレワーク機器やソフトウェア等の購入費、機器の設置・設定費、業務委託料 等

〈お問合せ先〉 （公財）東京しごと財団 雇用環境整備課

℡ 03-5211-5200（平日9時～17時）※平日12～13時、土日・祝日、年末年始を除く

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/03-telesoku.html

社員のテレワークの場として宿泊施設の借上げ経費
を補助

事業者の方に

都内宿泊施設の借上げ経費を１か月上限100万円補助
詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/
kakusyu/telework/index.html

個人で利用したい方に

宿泊施設をサテライトオフィスとして提供

区部及び多摩地域の宿泊施設を１日1000円で提供
詳細は下記WEBサイトをご覧ください。
↓区部
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
tourism/kakusyu/telework-kubu/

↓多摩
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
tourism/kakusyu/telework-tama/

■テレワーク推進強化奨励金

■ワークスタイル変革コンサルティング

■テレワーク・ワンストップ相談窓口

「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等でテレワークを「週３日・社員の７割以上」実施した場合は、

最大50万円の奨励金を支給

◎対象①「テレワーク東京ルール」実践企業宣言及びテレワーク推進リーダーの登録

②テレワーク推進強化期間中（12/6～2/28）に、テレワークが仕事になじむ社員のうち、

「週３日、社員の７割以上」、１か月間または２カ月間テレワークを実施

◎奨励金額 ２か月コースの場合

◎補助対象経費 通信費、ソフト利用料など、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費
〈お問合せ先〉 （公財）東京しごと財団 雇用環境整備課

℡ 03-6734-1301（平日9時～17時）※平日12～13時、土日・祝日、年末年始を除く

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-suisinkyoka.html

テレワーク導入・活用拡大を推進するため、専門のコンサルタントが訪問し、課題解決などの支援を無料で実施

◎対象 従業員数２～999人以下の都内中堅・中小企業等

◎実施方法 最大５回訪問、各回２時間程度

テレワークの導入・運用時における様々な疑問や課題について、社会保険労務士やIT等の専門家がオンライン

で相談に対応

◎対象 都内企業等の経営者や人事労務担当者または従業員

◎相談方法 電話またはWeb会議ツールを利用したオンライン相談（予約制：1件1時間程度）

◎相談日時 平日9時～17時（土日・祝日、年末年始を除く）

〈お問合せ先〉 ワークスタイル変革コンサルティング事務局／テレワーク・ワンストップ相談窓口運営事務局

℡ 03-6327-1797（平日9時～17時）※土日・祝日、年末年始を除く

https://workstyle.metro.tokyo.lg.jp/

テレワーク実施人数 70人以上 50人以上 30人以上 30人未満

奨励金支給額 50万円 35万円 20万円 13万円

■宿泊施設を活用したテレワーク支援事業

テレワーク導入・実践に必要な情報の入手、セミナー等のお申込みや
サテライトオフィス等の検索など、テレワークの推進を支援

区部

多摩
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